
国
民
健
康
保
険
料
に
つ
い
て

1
医
療
給
付
費
分
保
険
料

1

 

◦
税
理
士�

 

一
ヶ
月　
2
3
、0
0
0
円

 

◦
勤
務
税
理
士�

 

一
ヶ
月　
2
3
、0
0
0
円

 

◦
職
　
員�

 

一
ヶ
月　
1
2
、0
0
0
円

 

◦
家
　
族�

 

一
ヶ
月　

6
、0
0
0
円

�　
※
０
歳
～
74
歳
ま
で
の
被
保
険
者
が
該
当

介
護
納
付
金
分
保
険
料

2

 

◦
税
理
士�

 

一
ヶ
月　

3
、2
0
0
円

 

◦
勤
務
税
理
士�

 

一
ヶ
月　

3
、2
0
0
円

 

◦
職
　
員�

 

一
ヶ
月　

3
、2
0
0
円

 

◦
家
　
族�
 

一
ヶ
月　

3
、2
0
0
円

�　
※
介
護
保
険
法
に
定
め
る
第
二
号
被
保
険
者（
40
歳
～
64
歳
）が
該
当

後
期
高
齢
者
支
援
金
分
保
険
料

3

 

◦
税
理
士�

 

一
ヶ
月　

2
、4
0
0
円

 

◦
勤
務
税
理
士�

 

一
ヶ
月　

2
、4
0
0
円

 

◦
職
　
員�
 

一
ヶ
月　

2
、4
0
0
円

 

◦
家
　
族�

 

一
ヶ
月　

2
、4
0
0
円

�

後
期
高
齢
者
事
業
分
保
険
料

4
 

◦
税
理
士
・
勤
務
税
理
士
・
職
員

　

 

一
ヶ
月　

3
、0
0
０
円

 　
※
75
歳
以
上
の
組
合
員
が
該
当

保
険
給
付
に
つ
い
て

2
療
養
の
給
付

1

 

◦ 

6
歳
以
上（
6
歳
に
達
し
た
後
の
4
月
1
日
よ
り
）
～

70
歳
未
満
の
被
保
険
者�

7
割
給
付

 

◦ 

前
期
高
齢
者（
70
歳
～
74
歳
）�

8
割
給
付

　

 （
た
だ
し
、
現
役
並
み
所
得
者
7
割
給
付
）

 

◦ 

6
歳
未
満（
6
歳
に
達
し
た
後
の
3
月
31
日
ま
で
）

8
割
給
付

出
産
育
児
一時
金

2

 

◦ 

税
理
士
･
勤
務
税
理
士�

4
9
0
、０
０
０
円

 

◦ 

職
　
員�

4
2
0
、０
０
０
円

 

◦ 

家
　
族�

4
2
0
、０
０
０
円

葬
祭
費

3

 

◦ 

税
理
士
・
勤
務
税
理
士�

1
5
0
、０
０
０
円

 

◦ 

職
　
員�

1
2
0
、０
０
０
円

 

◦ 

家
　
族�

1
0
0
、０
０
０
円

傷
病
手
当
金

4保
険
医
療
機
関
に
入
院
又
は
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
入
所

し
た
場
合
、
入
院
又
は
入
所
し
た
日
数
が
1
会
計
年
度
通
算

し
て
５
日
ま
で
は
支
給
し
な
い
こ
と
と
し
、
支
給
期
間
は
、

入
院
又
は
入
所
し
た
日
数
が
通
算
し
て
６
日
以
上
と
な
っ
た

場
合
、
６
日
目
か
ら
起
算
し
て
1
会
計
年
度
55
日
間

 

◦ 

税
理
士
･
勤
務
税
理
士�

一
日　
８
、０
０
０
円

 

◦ 

職
　
員�

一
日　
６
、０
０
０
円

�　
※
6
歳
～
74
歳
ま
で
の
被
保
険
者
が
該
当

�　
※ 

組
合
員
に
保
険
料
賦
課
す
る
に
当
た
り
、組
合
員
の
世
帯
に
属

す
る
被
保
険
者
の
数
は
4
人
ま
で
と
す
る
。又
、組
合
員
に
賦
課

す
る
保
険
料
限
度
額
を
、月
額
5
6
、０
０
０
円
と
す
る

事

業

計

画

平成
26年度

4



 

◦
税
理
士�

 

一
ヶ
月　
2
3
、0
0
0
円

 

◦
勤
務
税
理
士�

 

一
ヶ
月　
2
3
、0
0
0
円

 

◦
職
　
員�

 

一
ヶ
月　
1
2
、0
0
0
円

 

◦
家
　
族�

 

一
ヶ
月　

6
、0
0
0
円

�　
※
０
歳
～
74
歳
ま
で
の
被
保
険
者
が
該
当

 

◦
税
理
士�

 

一
ヶ
月　

3
、2
0
0
円

 

◦
勤
務
税
理
士�

 

一
ヶ
月　

3
、2
0
0
円

 

◦
職
　
員�

 

一
ヶ
月　

3
、2
0
0
円

 

◦
家
　
族�

 

一
ヶ
月　

3
、2
0
0
円

�　
※
介
護
保
険
法
に
定
め
る
第
二
号
被
保
険
者（
40
歳
～
64
歳
）が
該
当

 

◦
税
理
士�

 

一
ヶ
月　

2
、4
0
0
円

 

◦
勤
務
税
理
士�

 

一
ヶ
月　

2
、4
0
0
円

 

◦
職
　
員�

 

一
ヶ
月　

2
、4
0
0
円

 

◦
家
　
族�

 

一
ヶ
月　

2
、4
0
0
円

� 

◦
税
理
士
・
勤
務
税
理
士
・
職
員

　

 

一
ヶ
月　

3
、0
0
０
円

 　
※
75
歳
以
上
の
組
合
員
が
該
当

 

◦ 

6
歳
以
上（
6
歳
に
達
し
た
後
の
4
月
1
日
よ
り
）
～

70
歳
未
満
の
被
保
険
者�

7
割
給
付

 

◦ 

前
期
高
齢
者（
70
歳
～
74
歳
）�

8
割
給
付

　

 （
た
だ
し
、
現
役
並
み
所
得
者
7
割
給
付
）

 

◦ 

6
歳
未
満（
6
歳
に
達
し
た
後
の
3
月
31
日
ま
で
）

8
割
給
付

保
健
事
業
に
つ
い
て

3
保
養
所
利
用
補
助
金

1契
約
保
養
所
の
利
用
者
に
対
し
て
、
1
会
計
年
度
５
泊
分
ま

で
支
給

 

◦ 

税
理
士
･
勤
務
税
理
士�
一
泊　
５
、０
０
０
円

 

◦ 

職
　
員�
一
泊　
４
、０
０
０
円

 

◦ 

家
　
族�
一
泊　
２
、０
０
０
円

人
間
ド
ッ
ク
等
補
助
金

2健
診
費
用
が
１
万
円
以
上
の
も
の
に
対
し
て
、
1
会
計
年
度

１
回
次
に
掲
げ
る
金
額
の
範
囲
で
支
給 

 

◦ 

税
理
士
･
勤
務
税
理
士�

4
0
、０
０
０
円

 

◦ 

職
　
員�

3
0
、０
０
０
円

 

◦ 

家
　
族�

2
0
、０
０
０
円

定
期
健
康
診
断
補
助
金

3健
診
費
用
が
１
万
円
未
満
の
も
の
に
対
し
て
、
1
会
計
年
度

１
回
次
に
掲
げ
る
金
額
の
範
囲
で
支
給

 

◦ 

特
定
健
康
診
査
の
対
象
に
該
当
し
な
い

　 

組
合
員
及
び
家
族�

５
、０
０
０
円

　
※
後
期
高
齢
者
は
除
く

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
補
助
金

　（
回
数
制
限
無
し
）

4

 

◦ 

被
保
険
者�

一
回　
２
、０
０
０
円

子
宮
頸
が
ん
予
防
接
種
補
助
金

　（
必
要
接
種
回
数
を
接
種
後
）

5

 

◦
対
象
被
保
険
者�

3
0
、０
０
０
円

　

  

※
11
歳
以
上
31
歳
未
満
の
女
性
の
被
保
険
者
が
対
象

ヒ
ブ（
H
i
b
）ワ
ク
チ
ン
接
種
補
助
金

6

 

◦ 

対
象
被
保
険
者�

一
回　
4
、
０
０
０
円

　

  

※
0
歳
以
上
6
歳
未
満
の
被
保
険
者
が
対
象

肺
炎
球
菌
、水
痘
、流
行
性
耳
下
腺
炎

予
防
接
種
補
助
金

7

 

◦ 

被
保
険
者�

一
回　
4
、
０
０
０
円

救
急
箱
の
配
布

8新
規
組
合
員
に
対
し
て
配
布

薬
品
等
の
配
布

9組
合
員
に
対
し
、
健
康
管
理
の
た
め
の
薬
品
配
布
を
、
1
、

0
0
0
円
分
ま
で
補
助

（
1
、0
0
0
円
を
超
え
た
分
に
つ
い
て
は
有
償
）

郵
送
法
が
ん
検
診
の
実
施

10郵
送
方
式
に
よ
る
が
ん
検
診
に
対
し
て
1
検
診
2
、0
0
0

円
ま
で
補
助

医
療
費
通
知
の
実
施

11国
民
健
康
保
険
制
度
と
健
康
管
理
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る

た
め
、
年
６
回
実
施

「
国
保
だ
よ
り
」、パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布

12医
療
制
度
、組
合
事
業
の
周
知
を
図
る
た
め
、組
合
機
関
誌
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
作
成
、
配
布

優
良
健
康
組
合
員
の
表
彰

13無
受
診
の
組
合
員
に
対
し
て
表
彰

健
康
ハ
イ
キ
ン
グ

14㋐ 

組
合
主
催
ハ
イ
キ
ン
グ�

秋
季
の
年
１
回

㋑ 

県
連
、支
部
主
催
ハ
イ
キ
ン
グ�

各
県
連
・
支
部
単
位
で
実
施

後
期
高
齢
者
の
た
め
の
保
健
事
業

15組
合
を
加
入
継
続
し
て
い
る「
後
期
高
齢
者
」に
対
し
て
、

次
の
保
健
事
業
を
実
施

◎ 

保
養
所
利
用
補
助
金（
1
会
計
年
度
5
泊
分
ま
で
）

　
◦
税
理
士
・
勤
務
税
理
士�

一
泊　

5
、0
0
0
円

　
◦
職
　
員�

一
泊　

4
、0
0
0
円

◎
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
補
助
金（
回
数
制
限
無
し
）

一
回

2
、0
0
0
円

◎
肺
炎
球
菌
、
水
痘
、
流
行
性
耳
下
腺
炎
予
防
接
種
補
助
金

一
回　

4
、0
0
0
円

◎
人
間
ド
ッ
ク
等
補
助
金�

一
回　
2
0
、0
0
0
円

◎
死
亡
見
舞
金�

　
　
　
5
0
、0
0
0
円

◎
長
寿
祝
金�

　
　
　
　
5
0
、0
0
0
円

　

※ 

組
合
加
入
が
5
年
以
上
で
、か
つ
80
歳
に
達
し
た
組
合
員
が
対
象

◎
薬
品
等
の
配
布　
◎
郵
送
法
が
ん
検
診
の
実
施

◎
健
康
ハ
イ
キ
ン
グ
へ
の
参
加

5
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